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うのですけれども、ありがとうございました。それでは、大事なところをこれからピックアッ

プしてお話ししたいと思います。 

 まず、今度は下にあるページで申し上げますけれども、１ページ、ここに基本的事項のペー

ジがございまして１の１、理念というのがあります。実は、やはりこの理念というのは非常に

大事で、この理念をどうきちんとみんなで考えていくかということで、ここでも大分時間を使

ってこの文章ができてまいりました。 

 そして、この理念の中で、２つ目のパラグラフにございますけれども、「政府開発援助のう
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 次にごらんいただきますこの映像は、随分前なのですけれども、今から７年ぐらい前でしょ

うか、タイの北部にございますチェンマイ、チェンライという地域がございますけれども、そ

の近くを流れておりますメコン川の支流コク川、イン川の水を灌漑用水としてバンコク近郊の

チャオプラヤ流域に持ってこようという、ウオーター・ダイバーション、導水計画が当時ござ

いました。そのときに現地で実際にステークホルダーと協議をしている様子を、私も何度か行
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まいります。 

 それから、２の２ですけれども、プロジェクトにおいて以下に示す要素が予定想定されてい

ますかと書かれてありますけれども、イエスの場合、該当するものをマークしてくださいと。

大規模な非自発的住民移転があるかないか、あるとしたらどれぐらいの規模か。大規模地下水

の揚水はどうか。大規模な埋め立て、土地造成、開墾はどうか。大規模森林伐採はどうか。こ

ういったことが書かれてあります。 
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ということが求められていると、そういうふうに個人的には思います。 

○原科委員長 満田委員。 
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っています。 

 一方、ＡＤＢがＪＩＣＡのそういう環境社会配慮審査会の皆さんのご意見がある中で、この

案件についてはどんどん先に進めるようなことをやっていくことになりますと、これはこれで
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ります。しかし、国家計画の中では落ちてしまうということはあります。 

○柳副委員長 原科委員長が中座しているので、その間続けさせていただきます。 

 どうぞ、満田委員。 

○満田委員 JBICの国際金融業務につながったような事例はあるのでしょうか。 

○清水部長 私の方では承知しておりません。 

○岡崎委員 これはわかりません。 

○柳副委員長 ほかに何か意見ありますか。いかがですか。 

〇宮崎委員 今までのいろいろなご意見を大雑把にまとめると、ジェトロさんのこの調査とい

うものは、それがすぐ事業化とつながっていないことが多いわけですが、それなりに関連があ

るものもあるとすると、先ほどのガイドラインの考えの中でも、ある程度そういうものもある

のだということも含めて考えていかないといけないのではないかと、個人的には思います。 

○原科委員長 ほかにご意見はありませんか。 

○村山委員 Ｆ／Ｓ的なものもあればそうじゃないものもあって、割合としては今さっきのも

Ｆ／Ｓ的なものは少ないかもしれない。ＪＩＣＡのガイドラインで考えると、マスタープラン

とＦ／Ｓはかなりやり方を変えていますよね。そういう意味では、可能性として、例えばガイ
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なるだろうかということについて、ジェトロが確認をするべき点から思いました。 
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で円借款事業が取り上げられるわけでもございません。やはりジェトロの調査がＪＩＣＡの開

発調査に結びつくかどうかということですが、別なケースもある。そもそもきょうも紹介があ

りましたけれども、200件ぐらいある中で円借款に通じた案件は15件です。だんだんと母集団

が少なくなってくるわけです。その中のコアの部分、ジェトロさんの調査からJICAの調査を


